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「守口市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例（骨子案）」に係るパブ

リックコメントについて 

 

（１） パブリックコメントの概要 

①  募集期間 

令和７年12月８日（月）から令和８年１月９日（金）まで 

②  募集方法 

広報もりぐち１月号及び守口市ホームページに実施概要を掲載し、市内公共施設

に「守口市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例（骨子案）」

「募集要領」及び「意見提出用紙」を設置するとともに、守口市ホームページから

もダウンロード可能とし、回収ボックス投函、郵送、Ｅメール、ＦＡＸにより意見

を受け付けました。 

 

③ 募集結果 

■提出方法及び提出件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

■意見の分類ごとの内容件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提出方法 提出件数 

回収ボックス投函 １件 

郵送 ０件 

Ｅメール １件 

ＦＡＸ ０件 

合   計 ２件 

意見の分類 内容件数 

①不適切事業者の排除について １件 

②条例の名称について １件 

③費用負担について １件 

④条例の制定時期について １件 

⑤利用定員の区分について １件 

⑥余裕を活用した一時預かり事業の実施について １件 

⑦罰則について １件 

⑧パブリックコメントの方法について ３件 

⑨意見等を求めている案件に関連のないもの １件 

合   計 11件 
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（２）意見の概要 

①不適切事業者の排除について 

意見の内容ごとの要旨 守口市の考え方 修正内容 

不適切事業者を排除す

る制限の規定が必要で

ある。 

乳児等通園支援事業を行う者が、本条例の基準を満た

し、市長の確認を受けるためには、その前提として児

童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）に定める認可を

受けている必要があります。当該認可にあたって、同

法第 34条の 15第４項各号の規定に該当しないこと等

の制限が設けられています。 

— 

 

②条例の名称について 

意見の内容ごとの要旨 守口市の考え方 修正内容 

「守口市特定乳児等通

園支援事業の運営に関

する基準を定める条例

(骨子案)」における「特

定」というのはどのよ

うな意味か。 

子ども・子育て支援法（平成 24年法律第 65号。以下

「法」といいます。）で使用されている用語を使用して

おり、「特定乳児等通園支援事業」とは、同法第 30条

の 20 第１項に規定する特定乳児等通園支援を行う事

業をいいます。 

— 

 

③費用負担について 

意見の内容ごとの要旨 守口市の考え方 修正内容 

面接に係る費用負担を

どう考えているのか。 

支払に関する事項については、特定乳児等通園支援事

業の運営に関する基準（令和７年内閣府令第 95 号。

以下「国基準」といいます。）第 12条に規定されてい

ます。 

— 

 

④条例の制定時期について 

意見の内容ごとの要旨 守口市の考え方 修正内容 

国からの Q &Aが、頻繁

に変えられている。条

例化の経過措置が設け

られている。条例化を

急がず、内容を検討す

べきではないか。 

当該経過措置については、市町村の事務負担に考慮し

て設けられたものであると承知しており、令和８年４

月から誰でも通園制度が本格実施になることを踏ま

え、可能な限り早期に条例を制定することが望ましい

と考えています。 

— 
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⑤利用定員の区分について 

意見の内容ごとの要旨 守口市の考え方 修正内容 

子ども・子育て会議に

おける見込み数等にお

いて、０歳児と１～２

歳児の区分がされてい

る。この通園制度にお

いても、０歳児と１～

２歳児の区分ごとの利

用定数を設けるべきで

はないか。 

利用定員の設定については、国が実施した国基準に関

する意見募集の結果、１時間当たりの利用定員につい

てこどもの年齢による区分を設けないこととされた

ことを踏まえ、国基準通りの取扱いとします。 

— 

 

⑥余裕を活用した一時預かり事業の実施について 

意見の内容ごとの要旨 守口市の考え方 修正内容 

利用定員に満たない場

合、余った定員枠の数

で一時預かり事業が実

施できるようにする方

向であると聞いてい

る。今回の条例化には

盛り込まれないのか。 

当該措置については、国が政令の改正により行うこと

を検討していると承知しており、条例に規定するもの

ではないと考えています。 

— 

 

⑦罰則について 

意見の内容ごとの要旨 守口市の考え方 修正内容 

条例に違反した場合の

指導や罰則については

どのように考えている

か。 

条例で定める基準に従って事業の運営をすることが

できなくなったときは、法に確認の取消し等の措置が

規定されており、法に基づく対応が必要になると考え

ています。 

— 

 

⑧パブリックコメントの方法について 

意見の内容ごとの要旨 守口市の考え方 修正内容 

官報のみの資料では、

市民にとってこの制度

が守口のこどもにとっ

てどんな効果がうまれ

るのか想像ができませ

ん。 

パブリックコメントの方法に関するご意見として承

ります。 

— 
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正確を期すために官報

を資料として添付され

ているが、市民にとっ

てはわかりづらい。説

明がいるのではない

か。 

パブリックコメントの方法に関するご意見として承

ります。 

— 

条例の建付けがよくわ

からない。条例は前回

のパプリックコメント

の分を含め２本になる

のか。 

本条例は、法の規定により乳児等支援給付費の支給に

係る事業を行う者である旨の市町村長の確認を受け

るための基準として市町村が条例で定めなければな

らないとされているものです。 

なお、特定乳児等通園支援事業者は、児童福祉法第 34

条の 16 第１項の規定により市町村の条例で定める設

備及び運営についての基準を遵守しなければならな

いとされており、当該基準を定めた条例は、守口市乳

児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例（令和７年条例第 24 号）として別で定めて

います。 

— 

 


